
２．受験資格
（１）次のような受験資格が必要です。

（２）次のいずれかに該当する者は、受験できません。
ア．日本の国籍を有しない者
イ．地方公務員法第１６条に規定する、次の欠格条項に該当する者

若干名
村長部局、教育委員会部局において、主に専門的業務に従
事します。

５．

（注１）　「同等以上の学力があると認められる者」とは、学校教育法第１０２条第２項の規定によ
り大学院に入学したことのある者、同法第１０４条第４項に該当する者及び、学校教育法施行規則
第１５５条第１項各号に該当する者で、外国において４年制大学を卒業した者などがこれにあたりま
す。

学芸員職

昭和56年４月２日以降に出生し、かつ、活字印刷文による出題に対応で
きる者。

平成28年度
伊是名村職員採用候補者試験案内

（学芸員職）

職種 受験資格

１．募集職種・採用予定数及び従事する業務
職種 採用予定人数 職務内容

学芸員職

日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府暴力で破壊する
ことを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

①

②

③

④

１．

２．

３．

大学等で考古学を専攻した者

学校教育法に基づく４年生大学、若しくはこれと同等と認められる学校
を卒業又はこれと同等以上の学力があると認められる者（※注１）

学芸員の資格を有する者

４．

民間企業や行政機関において、学芸員として３年以上の実務経験を有
する者

成年被後見人及び被保佐人（準禁治産者を含む）

禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまで
の者

伊是名村職員として懲戒免職の処分を受け、該当処分の日から２年を経過しない者



３．書類点検

（１）提出すべき書類

（２）書類の交付及び申込期間
①申込期間

平成２８年４月８日（金）～４月２２日（金）

②交付及び申込み場所
伊是名村役場　総務課

（３）郵送での申込方法
申込用紙１通に必要事項を記入のうえ署名し、次のとおり申し込んで下さい。
（写真添付も忘れずに）
ア 郵送場所 〒９０５－０６０３ 沖縄県島尻郡伊是名村字仲田１２０３番地

伊是名村役場　総務課
イ 申込期間 平成２８年４月８日（金）～平成２８年４月２２日（金）

（土日を除く午前８時３０分～午後５時１５分まで）
＊

（４）受験票発送

受験票発送 平成２８年４月２６日（火）

書類点検確認後、郵送にて受験者へ受験
票を送付致します。
プレゼンテーションのテーマもあわせて送
付致します。

※郵送による申込用紙の請求もできます。その場合は封筒表側に「受験申込書請求」と朱書
きし、郵便番号・あて先を明記し１４０円切手を貼った返信用封筒（角型２号封筒［３３㎝×２４
㎝程度］）を必ず同封して下さい。

封筒の表に「学芸員選考応募書類」と朱書きし、配達記録郵便など郵送控えが発行さ
れる方法で郵送してください。（４月２２日（金）消印有効）

健康診断書（保健所、公共医療機関発行３０日以内のもの）

普通自動車免許証（写し）

１．

２．

３．

住民票抄本

午前８時３０分～午後５時１５分（ただし、平日の正午から午後１時、土曜日・日曜日、祝日
の終日を除きます。）

職種

学芸員職

提出すべき書類
伊是名村職員採用候補者試験受験申込書（写真添付）

６．

直筆履歴書

学芸員資格証明（写し）

４．

５．



４．第一次試験

（１）日時・場所
日時：平成２８年５月８日（日）　
場所：伊是名村産業支援センター

（２）第一次試験の申込方法

①受験票交付：　書類点検確認後、受験者へ郵送にて受験票を送付します。

②申込み方法： 試験当日に受験票を持参し、受付に提出してください。

②受付場所　： 伊是名村産業支援センター　１F　ロビー

（３）試験内容

（４）第一次試験　合格者の発表

第一次試験 平成２８年５月１３日（金）
郵送にて受験者へ合否を通知します。
(合格者へのみ第二次試験受験票を送付し
ます。)

筆記試験 ９０分 一般教養試験（大卒程度）

※天候の都合により、船が欠航した場合はこちらから電話にて連絡します。

職種 試験科目 時間 試験の内容

※試験終了後にプレゼンテーションの説明を致します。

学芸員職



５．第二次試験

（１）日時・場所
日時：平成２８年５月２２日（日）　
場所：伊是名村産業支援センター

（２）第二次試験の申込方法

①受験票交付：　第一次試験合格通知と同時に合格者へ第二次試験の受験票を送付します。

②申込み方法： 試験当日に受験票を持参し、受付に提出してください。

③受付場所：伊是名村産業支援センター　１F　ロビー

（３）試験内容

（４）合格者の発表

６．採用候補者名簿の作成、採用

※時間は、第一次試験合格者発表と同時に合格者へ通知します。

学芸員職
プレゼンテーション ２０分以内

面接試験 １０分

試験
平成２８年５月２７日（金）

午後１時

採用候補者名簿の有効期間は、原則として名簿登載の日から１年間です。

(1) 最終合格者は採用候補者名簿に登載され、任命権者が採用候補者名簿の中から採用者を決定
します。

指定されたテーマに基づき、プレゼンテーショ
ンして頂きます。

個別面接を行います。

郵送にて受験者へ合否を通知します。

※天候の都合により、船が欠航した場合はこちらから電話にて連絡します。

(2)

職種 試験科目 時間 試験の内容



７．その他

＊お問い合わせ及び郵送の場合の郵送先
〒９０５－０６０３
沖縄県島尻郡伊是名村字仲田１２０３番地
伊是名村役場　総務課　TEL：０９８０－４５－２００１

(1)
(2) 試験時間中の携帯電話、PHS等電子機器の使用は禁止します。必ず電源を切ってください。

（時計機能としての使用も禁止します。）

第一次試験、第二次試験には、必ず受験票を持参してください。


